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  代表者氏名：公認会計士・税理士 齋藤 敏夫  

  所在地：八千代市ゆりのき台２－３－３ 

  事業内容：会計・税務 

    及びその関連するサービス 

  従業員数：１０名 

  創業：１９８７年 

会社概要 齋藤会計事務所 
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業務案内 齋藤会計事務所 
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                         経 営 理 念 
 

我々は、会計及びその関連するサービスを通して、
「信頼と貢献」を標榜し、お客様が十分な満足を得
られる様、人格を磨き、専門領域に精通し、 
「経営のシェルパ」たることを自覚し、その社会的
使命をはたす第一級の会計ファームを目指す 

会計・税務 
 

経営助言 
 

創業支援 

記帳代行 
 

相続・贈与 
 

コンサルティング 



会計事務所にとっての環境保全は 

紙の使用量を減らすことである。 

事務所の基本方針である 

ペーパーレスを目指す一環として、 

エコアクション２１に取り組むことにした。 

取組みの動機 齋藤会計事務所 
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取組みの経過 齋藤会計事務所 
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平成23年度 
 

1月～5月  EA21八千代塾（4回）参加 

7月      環境活動レポート（4‐6月臨時版）作成 

8月初旬   EA21登録審査申込書の送付 

9月30日   現地審査 

12月2日    登録認証日 



齋藤会計事務所は、自らの省エネ
ルギー、省資源及び環境保全活動
を通して地球環境の保全及び持続
可能な社会の実現に寄与し、 
地域企業に対してもその取組みの
支援を行う 
          制定日：2011年2月21日 

環境方針 齋藤会計事務所 
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１．コピー用紙を削減し、廃棄物の減量、再使用、再生利用を 
     推進する。重点項目として会計事務所におけるペーパーレス   
  化を推進する 
２．電力及び化石燃料使用量を削減し、二酸化炭素排出量の 
  削減に努める 
３．節水に努める 
４．環境に配慮したグリーン購入対象商品の比率向上に努める 
５．環境目標を設定し、定期的に見直しを行い、環境負荷の 
  継続的低減に努める 
６．環境関連法規を順守する 
７．環境の維持・改善・向上のため全従業員で積極的に取り組む 
８．地域企業にエコアクション２１の活動を広報し、取組み支援を 
  行う 

行動指針 齋藤会計事務所 
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具体的な取組み 齋藤会計事務所 

• 電力：クールビズ・ウォームビズの推奨 
• ガソリン：車の発進時、ふんわりアクセ
ルを心がける 

二酸化炭素 
排出量の削減 

• 回覧・掲示板の活用 
• 両面コピーの活用 

コピー用紙 
使用量の削減 

• 名刺にEA21認証マークを印刷する 
• 自社ホームページに環境活動レポート
を開示する 

EA21の広報・
取り組み支援 
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 実績把握できない項目があった。 
  ・ゴミの重さ →回収業者を変更 
  ・公私使用の車のガソリン使用量 
         →走行距離で管理 
 作成する文書の全体像がつかみ 
 にくかった。 
 →文書サンプルが、工場がある 
   ことを前提に作られているため 

構築の際に苦労した点 齋藤会計事務所 
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 作成文書の重要性の順位及び 
 更新頻度 
   ・認証登録のために必要な文書 
   ・定期的に更新が必要な文書 
   ・必要に応じて更新する文書などがある。 
 グリーン購入対象品の範囲 
     グリーン購入法とさまざまな環境ラベル 
   （ｴｺﾏｰｸ・ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｸ・ﾘｻｲｸﾙﾏｰｸなど） 
   との関係。 

わからなかったこと 
９ 

齋藤会計事務所 



 前年比･目標達成率などが数値で 
 表れるので、スタッフ全員の環境 
 問題への意識が高まったこと。 
 
 環境活動レポートを外部に公表す 
 ることにより、クライアント等からの 
 信頼性が向上する。 

良かった点、効果 齋藤会計事務所 
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 代表者がエコアクション21の目的 
 と内容を理解し、先頭に立って 
 行動することが必要。 
 
 代表者はプロジェクトリーダーを 
 指名する。 

成功へのアドバイス① 齋藤会計事務所 
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 まず現状把握する。 
 それから記録・手順書などの文書 
 作成に入る。 
 
 パソコン（特にエクセル）を使える人  
 を専属でつける。 
 

成功へのアドバイス② 齋藤会計事務所 
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費用と期間について 齋藤会計事務所 
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登録審査 初回中間審査 更新審査 

認証・登録料 50,000＋2,500 
          （消費税） 

― ― 

更新登録料 ― ― 50,000＋2,500 
          （消費税） 

審 査 費 用 100,000＋5,000 
           （消費税） 

100,000＋5,000 
           （消費税） 

100,000＋5,000 
           （消費税） 

そ の 他 審査人の交通費等 審査人の交通費等 審査人の交通費等 

従業員数 
30人以下 

標準 
審査工数 

（うち 
現地審査） 

標準 
審査工数 

（うち 
現地審査） 

標準 
審査工数 

（うち 
現地審査） 

2人日 （1人日） 2人日 （1人日） 2人日 （1人日） 

標準審査工程表 （会計事務所のケース） 
審査人1人当たりの審査費用は50,000円/人日（消費税除く） 

費用（従業員数10人以下のケース） 



当事務所の現状 齋藤会計事務所 

１２ 

 申告などの国税に関する
各種の手続について、 
インターネットを利用して 
電子的に手続が行える 
システムのことです。 



齋藤会計事務所 
 

 

http://www.tkcnf.com/sherpa 

 

TEL ０４７（４８２）２３４５ 
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